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　5月17日（火）町議会第1回臨時会が開催され、議長・副議長の選挙及び常任委員会委員等の選任が行われ
ましたのでお知らせします。

就 任 の ご 挨 拶

　若葉かおる季節となり、田植えも終わりのどかな田園風景となりました。
町民の皆様方におかれましては、益々ご健勝にてお過ごしのことと存じま
す。平素より町政並びに町議会に対しまして、格別のご理解とご支援を賜り、
厚くお礼申し上げます。
　この度、5月17日の第1回臨時議会役員選挙におきまして、議長に就任
させていただくことになりました。私自身にとりまして限りない光栄と存
じますと同時にその責任の重さを痛感している次第でございます。議会は
議決機関、監視機関はもとより、政策立案機能をも求められております。
議会の使命を十分果たせるよう取り組んでいきたいと考えております。
　木曽岬町の発展と住民の福祉を常に意識し、少子高齢化時代における、
社会基盤整備等重要な政策課題が山積しております。言論の府として町議
会が円満に運営されますよう、誠心誠意努力してまいります。中立公正を
最大、最終の目標として、町民の皆様の期待と信頼に応えてまいりたいと
考えております。
　今年秋には建設中の庁舎も完成し住民サービスの充実も図られると思い
ます。今後とも議会に対しましてご理解、ご協力を賜りますよう心から
お願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。

　町民の皆様、平素は町政並び町議会に対してご理解・ご支援を賜り、心
より御礼申しあげます。私はこの度5月17日の臨時会におきまして、議
員各位のご推挙により副議長に就任させていただく事になり、責任の重さ
を痛感しております。微力ではありますが、議長を補佐し、安心・安全・
住みよい町作りにまい進します。
　木曽岬町におきましては、少子化対策、木曽岬干拓地内の高度土地利用
（企業招致）、堤防の耐震工事等々、問題が山積しております。こういった
問題に対して先を見越した施策をたて、全力で解決に向け取り組んでまい
ります。
　今後とも町議会に対して、暖かいご支援・ご理解を賜りますよう心より
お願い申し上げまして、副議長就任の挨拶とさせていただきます。

伊 藤 好 博
木曽岬町議会　議長

服部 芙二夫
木曽岬町議会　副議長



無所属 当選1回

●副議長
●総務建設常任委員会
　副委員長
●教育民生常任委員会委員

1番議席

服部 芙二夫

無所属 当選1回

●議会広報常任委員会
　副委員長
●議会運営委員会委員
●教育民生常任委員会委員

2番議席

伊 藤 　 守

無所属 当選2回

●監査委員
●議会広報常任委員会
　委員長
●総務建設常任委員会委員

5番議席

三 輪 一 雅

無所属 当選2回

●総務建設常任委員会委員長
●議会運営委員会副委員長
●教育民生常任委員会
　副委員長

6番議席

伊 藤 律 雄

無所属 当選3回

●議会運営委員会委員
●総務建設常任委員会委員
●議会広報常任委員会委員

7番議席

伊 藤 　 浩

無所属 当選5回

●議長
●総務建設常任委員会委員
●教育民生常任委員会委員

8番議席

伊 藤 好 博

無所属 当選5回

●議会運営委員会委員長
●教育民生常任委員会
　委員長
●議会広報常任委員会委員

9番議席

伊 藤 　 正
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●議　　　長
●副　議　長

●木曽岬町議会の構成

●議会運営委員会　　　　委員　4人
所管事項：議会の運営、議会の会議規則・委員会に関する条例等、議長の諮問に関する調査を行い、議案、陳情
　　　　　等を審査しています。

●常任委員会
　総務建設常任委員会　　委員　6人

所管事項：町税、財産、消防及び水防、防災及び防犯、農林水産、商工及び観光、都市計画、道路、治水、土木
　　　　　及び建設、上下水道などに関する諸問題を協議しています。

　教育民生常任委員会　　委員　6人
所管事項：学校教育、社会教育、社会福祉、保健衛生、環境衛生、文化、厚生などに関する諸問題を協議しています。

　議会広報常任委員会　　委員　4人
所管事項：議会広報紙の編集、調査を行っています。

●木曽岬町監査委員（議会選出）　1人
職務権限：普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などを監査しています。

上村 幹夫4月30日辞職
※この度の辞職による補欠
　選挙はありません。

●議員の辞職


